
パロディ商標再考

パテント 2021 － 78 － Vol. 74　No. 8

パロディ商標再考

大阪工業大学知的財産専門職大学院教授　大塚　理彦

要　約
　他人の周知又は著名な商標を改変して諷刺又は滑稽の興趣を添えたいわゆるパロディ商標について，その多
くは自他商品又は役務の識別標識としてではなく，パロディ商標の有する諷刺又は滑稽の興趣でもってパロ
ディ商品に需要者を誘引する意匠として使用をされている。しかし，一部にはパロディ商標を自他商品又は役
務の識別標識として使用をする事業者も存在し，そのようなパロディ商標については商標登録がされているも
のも見受けられる。本稿は〔フランク三浦事件〕〔KUmA事件〕を採り上げ，自他商品又は役務の識別標識
として使用をするパロディ商標が商標登録を受けるために考慮すべき点を検討するものである。パロディ商標
の商標登録については賛否両論あるところではあるが，パロディ商標であっても，それがパロディ商標として
成り立っており，自他商品又は役務の識別標識として使用をする意思を有しているのであれば，商標登録を認
めてもよいのではないかと考える。
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1.はじめに
　巷間には，他人の周知又は著名な商標と同一の商標
を付した模倣品とは別に，他人の周知又は著名な商標
を改変して諷刺又は滑稽の興趣を添えたいわゆるパロ
ディ商標を付したパロディ商品が存在する。裁判所の
判断はおくとして，パロディ商標の多くは自他商品又
は役務の識別標識としてではなく，パロディ商標の有
する諷刺又は滑稽の興趣でもってパロディ商品に需要
者を誘引する意匠として使用をされている。したがっ
て，パロディ商標の商標登録出願は多くない。しか
し，一部にはパロディ商標を自他商品又は役務の識別
標識として使用をする事業者も存在し，そのようなパ
ロディ商標については商標登録がされているものも見

受けられる。
　商標登録がされたパロディ商標の無効が争われた代
表的な事件として，平成 28 年の〔フランク三浦事
件〕（1）がある。本稿は〔フランク三浦事件〕を振り返
りつつ，自他商品又は役務の識別標識として使用をす
るパロディ商標が商標登録を受けるために考慮すべき
点を検討するものである。なお，〔フランク三浦事件〕
においては，公序良俗適合性が争点となっていないの
で，この争点については平成 25 年の〔KUmA 事
件〕（2）を題材に検討することとする。

2.フランク三浦事件
　（1）　事案
　本件は，手書き風の横書きにて「フランク三浦」と
書すものの「浦」の文字右上の点を欠く原告の本件商
標（3）に対して，標準文字からなる「フランク　ミュ
ラー」（4）等の登録商標を有する被告が商標登録無効審
判（商標 46 条）を請求したところ，特許庁が本件商
標を無効とする本件審決（5）をしたため，原告が本件審
決の取消を求めて出訴した審決取消訴訟である。
　被告は，外国の高級ブランドである「FRANCK 
MULLER」の知的財産を所有及び管理する法人であ
り，被告商品は時計である。「FRANCK MULLER」
ブランドが日本において周知であることに争いはな
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い。原告は，原告商品である時計が外国の高級ブラン
ドである被告商品のパロディ商品であるとしたうえ
で，インターネット及び店舗等において，被告商品と
外観が類似する原告商品に本件商標を付して販売して
いる。
　特許庁は，本件商標が商標法 4 条 1 項 10 号・11
号・15 号・19 号に違反して商標登録されたものであ
るから無効とする本件審決をした。これに対して裁判
所は，上記各号に該当するとした本件審決には誤りが
あるとする原告の取消事由にはいずれも理由があると
して本件審決を取り消す判決をした。商標法 4 条 1 項
10 号・11 号・15 号・19 号と同 7 号は，パロディ商標
の拒絶理由又は無効理由の代表的なものである。

　（2）　判旨
　第一に，商標法 4 条 1 項 11 号該当性についてであ
る。本号は，先願である登録商標との類否判断を検討
するものである。この点について裁判所は〔氷山印事
件〕（6）最高裁判例を引用し「商標の類否は，対比され
る両商標が同一又は類似の商品に使用された場合に，
商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否
かによって決すべきであるが，それには，そのような
商品に使用された商標がその外観，観念，称呼等に
よって取引者に与える印象，記憶，連想等を総合して
全体的に考察すべきであり，しかも，その商品の取引
の実情を明らかにし得る限り，その具体的な取引状況
に基づいて判断すべきである。もっとも，商標の外
観，観念又は称呼の類似は，その商標を使用した商品
につき出所の誤認混同のおそれを推測させる一応の基
準にすぎず，したがって，上記 3 点のうちその 1 にお
いて類似するものでも，他の 2 点において著しく相違
することその他取引の実情等によって，何ら商品の出
所に誤認混同をきたすおそれの認め難いものについて
は，これを類似商標と解すべきではない」とした。
　本件への当てはめにおいては，引用商標として標準
文字からなる「フランク　ミュラー」及び「FRANCK 
MULLER」（7）「FRANCK MULLER EVOLUTION」（8）

と本件商標の類否判断が検討された。ここでは引用商
標 1 である「フランク　ミュラー」と本件商標の類否
判断に係る裁判所の判断のみ適示すると，称呼におい
て類似するものの外観において明確に区別し得るもの
であり「本件商標からは，『フランク三浦』との名な
いしは名称を用いる日本人ないしは日本と関係を有す

る人物との観念が生じるのに対し，引用商標 1 から
は，外国の高級ブランドである被告商品の観念が生じ
るから，両者は観念において大きく相違する。」とさ
れた。本件商標について，著名ブランドとしての「フ
ランク　ミュラー」の観念を想起させる場合があるか
ら引用商標 1 と観念上類似するとした特許庁の判断と
大きく相違するところである。また，称呼において類
似するものの，称呼のみで出所が識別されるような取
引の実情は認められないので誤認混同のおそれはない
と結論づけた。

　なお，被告は，商標登録無効審判の無効審決である
本件審決の取消を求める審決取消訴訟という本件の性
質上主張そのものが失当ではあるが，本件商標の設定
登録後に被告商品である時計に酷似した時計に本件商
標を付した原告商品を販売する行為は被告と原告の間
に広義の混同を惹起するおそれがあると主張した。こ
れに対して裁判所は，仮にこの事情を考慮したとして
も，本件商標と引用商標 1 は類似しないこと，被告商
品の多くが 100 万円を超える高級腕時計であるのに対
して原告商品は 4000 円から 6000 円程度の低価格品で
あること，原告代表者が「ウチはとことんチープにい
くのがコンセプトなので」と発言していることから，
混同の惹起は到底考えられないとして斥けた。
　第二に，商標法 4 条 1 項 10 号該当性についてであ
る。本号は，先使用である未登録周知商標との類否判
断を検討するものである。しかし，被告使用商標 1 は
登録商標である「フランク　ミュラー」と同一又は類
似であり，被告使用商標 2 は同じく登録商標である

「FRANCK MULLER」と同一であるから，商標法 4
条 1 項 11 号に係る判断と同一の理由により本件商標
は同 10 号に該当するものとは認められないとされた。
　第三に，商標法 4 条 1 項 15 号該当性についてであ
る。本号は，他人の業務に係る商品又は役務と混同を
生ずるおそれがあるか否かを検討するものである。こ
の点について裁判所は〔レールデュタン事件〕（9）最高

図 1　�〔フランク三浦事件〕における引用商標 1（上）と本件
商標
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裁判例を引用し，いわゆる狭義の混同，広義の混同の
導入に続けて「上記の『混同を生ずるおそれ』の有無
は，当該商標と他人の表示との類似性の程度，他人の
表示の周知著名性及び独創性の程度や，当該商標の指
定商品又は指定役務と他人の業務に係る商品又は役務
との間の性質，用途又は目的における関連性の程度並
びに商品又は役務の取引者及び需要者の共通性その他
取引の実情などに照らし，当該商標の指定商品又は指
定役務の取引者及び需要者において普通に払われる注
意力を基準として，総合的に判断されるべきものであ
る」とした。
　本件への当てはめにおいては，被告使用商標の周知
性，本件商標の指定商品と被告商品との関連性及び需
要者の共通性は肯定するものの，本件商標と被告使用
商標における外観及び観念の非類似性，称呼のみで出
所が識別されるような取引の実情は認められないこ
と，時計という商品については商標の外観及び観念も
重視されること，被告が日本人の姓又は日本の地名を
用いた商標を使用している事実はないことに照らす
と，本件商標の指定商品の取引者及び需要者において
普通に払われる注意力を基準としても，狭義の混同，
広義の混同ともに誤信のおそれがあるとはいえないと
した。
　第四に，商標法 4 条 1 項 19 号該当性についてであ
る。本号は，周知商標と同一又は類似の商標を不正の
目的をもって使用をするものか否かを検討するもので
ある。しかし，本件商標は被告使用商標のいずれとも
類似しないので，検討するまでもなく商標法 4 条 1 項
19 号に該当するものとは認められないとされた。

3.検討
　（1）　類否判断
　商標法 4 条 1 項 11 号は先願である登録商標との類
否判断を，同 10 号は先使用である未登録周知商標と
の類否判断を検討するものである。いずれの類否判断
においても〔氷山印事件〕最高裁判例が示すように，
商品の出所について誤認混同を生ずるおそれがあるか
否かが判断基準であって，判断に当たっては商標の外
観，観念，称呼及びその商品の取引の実情が検討され
なければならない。
　ここでパロディ商標について考えると，パロディ商
標は他人の周知又は著名な商標（以下，単に「原周知
著名商標」という。）を改変して諷刺又は滑稽の興趣

を添えたものであり，諷刺又は滑稽の興趣はパロディ
商標の観念として表出する。一方，看者に原周知著名
商標を想起させるために，外観又は称呼のいずれか又
は両方において原周知著名商標と類似することとな
る。外観又は称呼のいずれか又は両方において原周知
著名商標と相違する部分が，原周知著名商標とは異な
る新たな観念を生じさせる。したがって，原周知著名
商標とパロディ商標は，外観又は称呼のいずれか又は
両方において類似し，観念において相違する。そし
て，観念における相違こそがパロディ商標をパロディ
商標たらしめる所以である。
　外観，観念，称呼のうち外観及び称呼はそれぞれ視
角及び聴覚という五感のいずれかを通した検討を伴う
ものであり，原周知著名商標とパロディ商標の直接的
な比較を当然に必要とするものである。一方，観念は
これらと性格を異にする。本件審決において特許庁
は，本件商標からは著名ブランドとしての「フランク　
ミュラー」の観念を想起させる場合があるという認定
を示したが失当である。このような認定は本件商標と
引用商標 1 の称呼が類似することに起因するものと思
われるが，〔氷山印事件〕最高裁判例が外観，観念，
称呼という三つの基準を提示したのであるから，それ
ぞれの基準は別個独立に検討されるべきである。本件
商標からは「フランク三浦」との名ないしは名称を用
いる日本人ないしは日本と関係を有する人物との観念
が生じるとの裁判所の認定が相当であろう。本件商標
は，称呼において外国の高級ブランドである引用商標
1 を想起させつつ，観念において日本人ないしは日本
と関係を有する人物を想起させるところにパロディ商
標としての興趣が存する。
　次に，取引の実情について検討する。自他商品又は
役務の識別標識として使用をするパロディ商標が商標
登録を受けるために考慮すべき点を検討する本稿の立
場からは，商標権侵害訴訟の場面は除外される。対象
となるのは，拒絶査定不服審判（商標 44 条）又は商
標登録無効審判（商標 46 条）の審決取消訴訟の場面
である。先願である登録商標との類否判断を検討する
商標法 4 条 1 項 11 号における基準時は査定時又は審
決時であり，先使用である未登録周知商標との類否判
断を検討する同 10 号における基準時は商標登録出願
時又は査定時若しくは審決時である（商標 4 条 3 項）。
　したがって，商標法 4 条 1 項 11 号については査定
時又は審決時にパロディ商標の使用をしていなければ
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具体的な取引の実情を考慮する余地はなく，同 10 号
については商標登録出願時又は査定時若しくは審決時
にパロディ商標の使用をしていなければ具体的な取引
の実情を考慮する余地はない。基準時においてパロ
ディ商標の使用をしていない場合には，先願である登
録商標の指定商品若しくは指定役務又は先使用である
未登録周知商標の使用商品若しくは使用役務と商標登
録出願に係るパロディ商標の指定商品若しくは指定役
務における一般的な取引の実情を考慮するにとどまる
こととなる。
　〔フランク三浦事件〕においては，本件商標の使用
を開始した時期が基準時を経過した後である本件商標
の設定登録後であるため，引用商標 1 と本件商標に共
通する指定商品である時計について，称呼のみで出所
が識別されるような取引の実情は認められないとの一
般的な取引の実情だけが認定された。なお，原告商品
の販売によって広義の混同を惹起するおそれがあると
の被告の主張に対しては，主張そのものが失当である
としながらも，被告商品と原告商品の価格差等をあげ
てこれを斥けている。
　取引の実情を検討するに当たっては，原周知著名商
標の使用をする商品又は役務（以下，単に「原周知著
名商品等」という。）とパロディ商標の使用をする商
品又は役務（以下，単に「パロディ商品等」という。）
について，市場におけるそれぞれの位置づけを認定
し，それぞれの需要者を画定するべきである（10）。〔フ
ランク三浦事件〕においては，被告商品は外国の高級
ブランドである腕時計であり原告商品は低価格品の腕
時計であると認定しながらも，需要者は共通であると
する点は疑問である。すなわち，原周知著名商品等と
パロディ商標の指定商品又は指定役務が共通すること
のみをもって需要者も共通すると解するのは早計であ
る。100 万円を超える高級腕時計の需要者と 4000 円
から 6000 円程度の低価格品の需要者が共通するとは
考えにくい。原周知著名商品等とパロディ商品等の市
場における位置づけを認定し，それぞれの需要者を画
定することができれば，原周知著名商品等とパロディ
商品等の性質，広告宣伝の方法，販路，価格帯等の相
違が明確になり（11），それらに起因する取引の実情も
浮かび上がってくるであろう。
　なお，原周知著名商標とパロディ商標が非類似であ
れば，日本国内又は外国における周知商標と同一又は
類似の商標であって不正の目的をもって使用をするも

のの商標登録を排除する商標法 4 条 1 項 19 号に該当
することもない。また，そもそも外国において周知な
商標であっても日本国内において周知ではないもの
は，日本国内において原周知著名商標を想起すること
ができないのでパロディ商標は成り立たない。

　（2）　混同を生ずるおそれ
　商標法 4 条 1 項 15 号は他人の業務に係る商品又は
役務と混同を生ずるおそれがあるか否かを検討するも
のである。〔レールデュタン事件〕最高裁判例が示す
ように，混同を生ずるおそれは，狭義の混同のみなら
ず広義の混同についても検討されなければならない。
そして，その検討は諸事情の総合考慮となる。ごく簡
潔にまとめると，諸事情とは，他人の表示との類似
性，他人の表示の周知性及び独創性，他人の業務に係
る商品又は役務との関連性，需要者の共通性，その他
取引の実情ということになろう。なお，これらの諸事
情は，需要者において普通に払われる注意力を基準と
して判断されなければならない。
　他人の表示の周知性及び独創性以外の諸事情につい
ては（1）類否判断において概ね検討したので，ここ
では他人の表示の周知性及び独創性についてパロディ
商標を対象に検討する。以下の検討においては，商標
登録出願時又は査定時若しくは審決時にパロディ商標
の使用をしていることを前提とする。
　他人の表示の周知性及び独創性について，一般に
は，他人の表示の周知性及び独創性が高ければ，広義
の混同並びにただ乗り及び希釈化の可能性が高くなる
と解される。しかし，パロディ商標については逆であ
る。すなわち，他人の表示の周知性及び独創性が高け
れば，需要者は他人の表示について熟知しているわけ
であるから，他人の表示とパロディ商標の相違点及び
それによって添えられた興趣に気付くはずである（12）。
むしろ，他人の表示の周知性及び独創性が低いことの
方が問題であり，さらに進んで他人の表示の周知性及
び独創性が認められないこととなれば，もはやパロ
ディ商標は成り立たない。〔フランク三浦事件〕にお
いては，被告使用商標の周知性を肯定し，もって商標
法 4 条 1 項 15 号該当性を肯定する方向に評価してい
るが，上記の通り反対意見を呈しておきたい。

　（3）　公序良俗適合性
　〔フランク三浦事件〕においては，公序良俗適合性
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に係る商標法 4 条 1 項 7 号該当性は争点とならなかっ
た。そこで，商標法 4 条 1 項 7 号該当性が争点となっ
た代表的な事件として〔KUmA 事件〕を採り上げる。
　本件は，「KUmA」の欧文字と熊の図形からなる本
件商標に対して（13），引用商標であって「PUmA」の
欧文字とピューマの図形からなる登録商標（14）を有す
る被告が商標登録無効審判（商標 46 条）を請求した
ところ，特許庁が本件商標を無効とする本件審決（15）

をしたため，原告が本件審決の取消を求めて出訴した
審決取消訴訟である。

　被告は，スポーツ用品，スポーツウェア等を製造販
売する世界的に知られた企業である。原告は，北海道
の観光土産品として本件商標を付した T シャツを販
売している。特許庁は，本件商標が商標法 4 条 1 項 7
号・15 号に違反して商標登録されたものであるから
無効とする本件審決をした。これに対して裁判所は，
引用商標が日本において周知であり，引用商標と本件
商標は酷似し，取引の実情を考慮しても混同を生ずる
おそれがあるといえるので，商標法 4 条 1 項 15 号に
該当するとした本件審決に誤りはないとした。
　商標法 4 条 1 項 7 号該当性については，まず，本件
商標を付した T シャツを販売するウェブサイトにお
いて「北海道限定人気　パロディ・クーマ」「注意　
プーマ・PUMA ではありません」等と記載している

図 2　〔KUmA事件〕における引用商標（上）と本件商標

こと，原告は訴外 A 社のライセンス管理会社である
ところ，訴外 A 社は本件商標の他にも 4 個の欧文字
と馬や豚の図形からなる商標の商標登録出願をしてい
ること（16）等を適示した。
　そのうえで，訴外 A 社は「引用商標の著名である
ことを知り，意図的に引用商標と略同様の態様による
4 個の欧文字を用い，引用商標のピューマの図形を熊
の図形に置き換え，全体として引用商標に酷似した構
成態様に仕上げることにより，本件商標に接する取引
者，需要者に引用商標を連想，想起させ，引用商標に
化体した信用，名声及び顧客吸引力にただ乗り（フ
リーライド）する不正な目的で採択・出願し登録を受
け，原告は上記の事情を知りながら本件商標の登録を
譲り受けたものと認めることができる。そして，本件
商標をその指定商品に使用する場合には，引用商標の
出所表示機能が希釈化（ダイリューション）され，引
用商標に化体した信用，名声及び顧客吸引力，ひいて
は被告の業務上の信用を毀損させるおそれがあるとい
うことができる。そうすると，本件商標は，引用商標
に化体した信用，名声及び顧客吸引力に便乗して不当
な利益を得る等の目的をもって引用商標の特徴を模倣
して出願し登録を受けたもので，商標を保護すること
により，商標を使用する者の業務上の信用の維持を図
り，需要者の利益を保護するという商標法の目的（商
標法 1 条）に反するものであり，公正な取引秩序を乱
し，商道徳に反するものというべきである。」と判示
し，商標法 4 条 1 項 7 号に該当するとした本件審決に
誤りはないとした。
　以下検討する。第一に，本件商標の態様について
は，裁判所が指摘するように，引用商標における 4 個
の欧文字とピューマの図形を，一文字のみ相違する 4
個の欧文字と熊の図形に置換したものである。確か
に，本件商標からは熊という，引用商標とは異なる観
念が生ずるが，それによる諷刺又は滑稽の興趣を感得
することができないのでパロディ商標として成り立た
ない。
　すなわち，単に観念が相違するというだけではパロ
ディ商標というに十分ではなく，それによって諷刺又
は 滑 稽 の 興 趣 を 感 得 さ せ る こ と が 必 要 で あ る。

〔KUmA 事件〕における引用商標と同一の引用商標に
基づいて「SHI-SA」他の欧文字と四足動物の図形か
らなる本件商標の商標法 4 条 1 項 7 号該当性が争われ
た〔SHI-SA 事件〕（17）を参照する。
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　〔SHI-SA 事件〕においては，そもそも引用商標と
本件商標は類似しないとの裁判所の判断が示されてい
るが，その際，本件商標から生ずる観念について「本
件商標の動物図形部分からは直ちに特定の動物を想起
し得るものではないが，上記動物図形部分の左方に配
された『SHI-SA』の文字列部分は『シーサ』，『シ・
サ』，『シサ』と呼称し得るものであり，また，上記文
字列部分『SHI-SA』の下方に配された『OKInAWAn 
ORIgInAL』の文字列部分からは『沖縄のオリジナル』
の 意 味 を， 同 様 に 下 方 に 配 さ れ た『gUARDIAn 
ShIShI-DOg』の文字列部分からは『保護者』，『獅子
犬』の意味をそれぞれ読み取ることができ，かつ

『OKInAWAn ORIgInAL』 と『gUARDIAn ShIShI-
DOg』の文字列は二段書きされたひとまとまりのも
のである。これらのことに，上記動物図形部分の形状
も考え合わせると，上記動物図形部分は，沖縄の伝統
的な獅子像である『シーサー』（甲 14，33）が跳躍す
る様子を側面から見たものと理解することができる。
したがって，本件商標からは，沖縄の伝統的な獅子像
である『シーサー』の観念が生じる」と認定した。
　引用商標のピューマの図形を熊の図形に置換するこ
とによって，熊という観念が生ずるのは当然のことで
ある。引用商標の構成要素の一部を置換等することに
よる観念の相違にとどまることなく，それによって諷
刺又は滑稽の興趣を添えることができるか否かがパロ
ディ商標として成り立つか否かの判断基準となる。
　なお，その後〔KUmA 事件〕の原告を被請求人と
し，同じく被告を請求人とする商標登録無効審判（18）

において，〔KUmA 事件〕の本件商標に改変を加えた
登録商標（19）の登録を無効とする審決が確定している。
改変は，K の欧文字を熊に似せたこと，U の欧文字の
略中央に北海道と思われる図形を配したこと，m の
欧文字の右側に熊の爪痕と思われる装飾を付したこ

と，A の欧文字に熊の牙及び爪と思われる装飾を付
したことに及ぶが，特許庁は〔KUmA 事件〕におけ
る裁判所の判断と同様の理由でもって商標法 4 条 1 項
7 号に該当するものと判断した。他にも 4 個の欧文字
と動物図形からなる商標の商標登録出願を複数してい
ることが大きく影響したものと思われる。〔KUmA 事
件〕の原告は，本件商標等を自他商品又は役務の識別
標識としてではなく需要者を誘引する意匠として使用
をすることを企図していることが推認される。

図4　〔KUmA事件〕における本件商標に改変を加えた登録商標

　第二に，ただ乗り及び希釈化についてである。この
点については，商標法の目的を思い返す必要がある。
商標法が商標を保護するのは，商標の使用をする者の
業務上の信用の維持を図り，もって産業の発達に寄与
し，あわせて需要者の利益を保護するためである（商
標 1 条）。そして，商標の使用をする者の業務上の信
用は，商標の使用をすることによって商標に蓄積され
るものである（20）。ここで，商標法による保護の客体
である商標は，自他商品又は役務の識別標識として使
用をされなければならない。自他商品又は役務の識別
標識として使用をされることによって業務上の信用が
商標に蓄積されるのである。
　これをパロディ商標について検討すると，他人の周
知又は著名な商標の構成要素の一部を置換等した商標
であって，他人の周知又は著名な商標と観念において
相違するものの外観，称呼その他取引の実情を考慮す
ると類似し，諷刺又は滑稽の興趣を添えるものでもな
いものは，そもそもパロディ商標として成り立ってお
らず，他人の商標に蓄積された周知性又は著名性にた
だ乗りするものということができる。同様のことは，
流行語をその流行語とは無関係の第三者が商標登録出
願をするような場合にも当てはまる。
　すなわち，商標登録出願において採択された商標そ
れ自体が既に価値を有しているのであるから，無関係
の第三者がそのような商標について商標登録出願をす
ることをただ乗りというに憚りない。ここで，価値と

図 3　〔SHI-SA 事件〕における本件商標
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は，他人の商標に蓄積された他人の周知性又は著名性
による顧客吸引力，流行語そのものが有する顕著性に
よる顧客吸引力をいう。商標法は，自他商品又は役務
の識別標識として使用をすることによって商標に蓄積
された業務上の信用の維持を図るのであって，他人の
行為によって既に価値を有している標章の第三者によ
る独占を認めるものではない。
　一方，他人の周知又は著名な商標の構成要素の一部
を置換等した商標であって，他人の周知又は著名な商
標と観念において相違し，それによって諷刺又は滑稽
の興趣を添えるものは，パロディ商標として成り立っ
ており，他人の商標に蓄積された周知性又は著名性に
ただ乗りするものということはできない。なぜなら
ば，観念における相違によって添えられた諷刺又は滑
稽の興趣が，他人の周知又は著名な商標に蓄積された
業務上の信用とは異なる新たな業務上の信用を蓄積す
る可能性と新たな需要者を創造するからである。そし
て，そのようなパロディ商標は，他人の周知又は著名
な商標の出所表示機能を希釈化するものということも
できない。したがって，そのようなパロディ商標は，
商標法 4 条 1 項 7 号に該当しないものと考える。

4.おわりに
　パロディ商標の商標登録については賛否両論あると
ころではあるが，パロディ商標であっても，それがパ
ロディ商標として成り立っており，自他商品又は役務
の識別標識として使用をする意思を有しているのであ
れば，商標登録を認めてよいであろう。
　商標登録出願人としては，審査における引用商標と
の類否判断（商標 4 条 1 項 10 号・11 号）については，
観念の相違とそれによる諷刺又は滑稽の興趣を積極的
に説明すべきである。パロディ商標に添えられた興趣
は，引用商標の使用をする商品又は役務の需要者と相
違する新たな需要者を創造し，もって引用商標の使用
をする商品又は役務とパロディ商標の使用をする商品
又は役務の性質，広告宣伝の方法，販路，価格帯等の
相違が明確になり，それらに起因する取引の実情も自
ずと相違することになろう。
　また，混同を生ずるおそれ（商標法 4 条 1 項 15 号）
については，他人の表示の周知性及び独創性が高けれ
ば高いほど，パロディ商標として成り立ちやすくなる
というパロディ商標の特徴を主張すべきである。な
お，引用商標の構成要素の一部を置換するというだけ

でなく，それによって諷刺又は滑稽の興趣を感得させ
ることができればパロディ商標として成り立ってお
り，そのようなパロディ商標を自他商品又は役務の識
別標識として使用をする意思を有しているのであれば
公序良俗適合性（商標 4 条 1 項 7 号）も認められよう。
　講学上，商標は選択物とされるが，創作物としての
側面も有することは否定できまい。程度の差こそあ
れ，創作物が先人による業績を基礎としてその上に成
り立つものである以上，パロディ商標についても，商
標法の趣旨に反しない限度において商標登録を認める
ことは，産業の発達の一助になるということはできな
いであろうか。
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